
令和 5 年 5 月 8 日 

保護者 様 

天草市立稜南中学校 

校 ⾧ 倉田 斉 

5 月 8 日以降の新型コロナウイルス感染症への対応について 
 

 新緑の候、保護者の皆様におかれましてはますますご健勝のことと存じます。 

 さて、本日付で新型コロナウイルス感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律上の 5 類感染症に移行されました。このことを受け、学校での対応を下記の

とおりにいたします。 

 なお、本件に関するご不明点やその他の連絡、相談等、窓口は教頭（平田）と養護（池田）

がお受けいたします。 

記 

 

 

  ・感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマス

クの着用を求める場合があります。 

  ・授業等の活動内容（感染リスクが比較的高い学習活動）によっては、一

時的にマスク着用を求める場合があります。 

  ・基礎疾患、感染不安等によりマスク着用を希望される方は、着用されて

かまいません。 
 

 

 

 

 

 

① 児童生徒等の感染が判明した場合 

② その他、校⾧が出席停止を必要と認める場合 
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※

 

① 登校後の体調不良については保健室で休養させて様子を見ます。回復し

ない、受診が必要などの判断をした場合は早退させます。 

② 教育活動中にマスク着用を求める可能性がありますので、マスクは毎日

持参させてください。 

③ 出席停止の解除にあたっては、医師の診断書や陰性証明書等は必要あり

ません。 

 変更点がたくさんありますが、稜南中生の健康安全を第一として対

応いたしますので、ご家庭の状況等で判断に悩まれる場合は、いつでも

ご相談ください。 
 

稜南中学校相談窓口：教頭（平田）、養護（池田）☎0969-23-9966 


